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仕 様 書 

 
１ 浜松市根洗学園運営基本方針 

浜松市根洗学園（以下「本施設」）は、児童福祉法に規定する児童発達支援センターとして、就

学前における発達に支援を必要とする児童が基本的な生活習慣を身につけるための療育を行う児

童発達支援事業、保育所等での集団生活や日常生活に適応するための支援や保育所等の職員へ支援

や助言を行う保育所等訪問支援事業を行う早期療育施設として、障害児の福祉の向上と健やかな育

成を図ることを目的に設置、運営されている。 

本施設は以下の基本方針のもと、浜松市における早期療育の拠点施設の一つとして、対応困難事

例の受け入れ等、市民の誰もが利用しやすい施設への実現に向け、施設運営を推進している。 

（１）本施設は、市内の発達に課題のある児童と保護者が出会うはじめての施設である。その機能

は、児童発達支援事業にとどまらず、保護者の「障害受容」や「子供の育ちを支える力」を引

き出し、保護者の子育てに対する不安をなくし、保護者やその家庭の子供の育ちを支える力を

向上させるよう支援を行う。 

（２）本施設は、地域で生活する発達に課題がある児童やその家庭からの相談に応じるほか、人材

育成、地域住民の障害に対する理解を深めるための活動を行う等、保育所等や学校、関係機関

と連携し、発達に課題のある児童その家族・関係者にライフステージに応じた地域支援を行う。 

（３）業務の遂行にあたっては、児童福祉法、浜松市根洗学園条例をはじめとする関係法令等を遵

守し、適正な管理運営に努めるものとする。 

 

発達に課題のある児童の「育ち」を支援していくためには、児童発達支援センターや保育所等の

関係機関が有機的な連携により、児童の特性や家庭の状況をできるだけ早期に把握することが重要

である。 

 また、療育が必要な児童に対し、発達の段階に応じた一人ひとりの特性や能力に応じた支援を行

うためには、企業や社会福祉法人等が持つ創造力や経験（＝民力）を活用し、「安全・安心な管理

運営」「効率的な経営による市民サービスの向上」「職員の専門的能力の発揮」により、多様化す

るニーズに的確に対応する施設サービスの提供が不可欠となっている。 

このため、本施設に係る管理運営業務について、指定管理者制度により、地域の療育施設として

の機能が十分に発揮されるよう常に適正な人員を配置するとともに、障害児支援の向上を図るべく、

上記の目的、基本方針等に基づき管理運営を行うものである。 

 

２ 施設の概要 

（１）名称  浜松市根洗学園 

（２）所在地 浜松市中央区根洗町６６７番地の１ 

（３）建築物（敷地）の概要 

 ・竣工時期  昭和４９年４月 構造等 鉄筋コンクリート平屋造 

北棟 Ｉｓ値：０．８６ 南棟 Ｉｓ値：０．７６  

 ・敷地面積  ６,８３１．２６㎡ 延床面積 １,２５７．１３㎡ 
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 ・施設内容  園舎 車庫 屋外便所 運動場 車両２台 通園バス３台 

 

３ 業務の範囲及び管理の基準に関する事項 

（１）開園時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

 土曜日     午前８時３０分～午後零時３０分 

（２）休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 １月２日及び１月３日並びに１２月２９日から１２月３１日まで 

  ※ 休園日は、市との協議により変更が可能。 

（３）人員配置の基準 

  ア 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、基準及び運営に関する基準」、「浜松

市児童福祉法施行条例」に基づき人員配置を行うこと。 

  イ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望

に応えられるものにすること。 

（４）管理責任者及び管理副責任者の業務 

  ア 本施設を総括する管理責任者及び管理責任者が不在時の代行として管理副責任者を各１名

定めて配置すること。 

イ 管理責任者は、本施設の管理運営における指揮監督等業務全ての統括を行うこと。 

ウ 管理責任者は、市との管理運営全般に関する連絡・調整を行い、必要な報告を随時行うこ

と。 

  エ 管理責任者は、本施設の関係機関・団体等との連絡・調整を行うこと。 

  オ 管理責任者及び管理副責任者のうち少なくとも１名は本施設に常駐し、他の従事者の統括

及び市との連絡調整等にあたらなければならない。  

（５）労働関係法令の遵守 

  ア 労働関係法令遵守について、浜松市が書面や立入りによる調査行う場合は協力すること。 

  イ 必要に応じ、労働基準法第３６条に規定する協定を締結し、労働基準監督署に届出ること。 

（６）利用許可の基準 

   地方自治法、浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例及び同条例施行規則、浜

松市根洗学園条例、浜松市指定管理者制度の実施に関する基本指針に基づき行うこと。 

（７）利用料金等に関すること 

  ア 利用料金については、児童福祉法及び浜松市根洗学園条例に規定する範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。利用料金を変更しようとするときも同様と

する。 

イ 指定管理者は、市長の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表すること。 

  ウ 利用料金は指定管理者の収入とする。 

エ 徴収した利用料金については、必要な帳票書類を作成する。 

オ 利用料金の減免の適用については浜松市根洗学園条例で定めるところによる。 

（８）事業の実施に関する事項 

  ア 浜松市根洗学園条例に基づき、施設の設置目的を十分理解し、浜松市における早期療育の
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拠点施設の一つとして、基本協定書及び仕様書に記載されている業務を確実に実施すること。 

  イ 発達に課題のある児童を適切な支援に結びつけるため、また、より効果的な訓練・療育を

行うため、専門職員の確保・充実及び資質向上を常に図ること。 

（９）指定管理者の自主事業 

ア 指定管理者は、本施設の設置趣旨に適合する範囲において、本施設を利用して、自らの企

画による事業を実施し、自らの収入とすることができる。事業に係る費用は、すべて指定管

理者の負担とすること。 

イ 事業の企画・内容については、各年度の事業計画書の作成時に市と協議を行い、市の承認

を得ること。実際の実施に当たり、当該年度の実施計画との変更が生じる場合は、市と調整

を行い、確認を得ること。 

ウ 事業の企画・誘致にあたっては、以下に示す条件を満たすこと。 

（ｱ）本施設の設置目的に適合すること。 

（ｲ）市が本施設の使用を求める日時以外の使用とすること。 

（ｳ）施設利用が市の要求する運営サービスに支障をきたさないこと。 

（ｴ）公序良俗に反しない事業とすること。 

（ｵ）関連する法規を遵守し、施設の特徴等に沿った内容とすること。 

（10）指定管理者が行う業務の範囲及び基準 

  募集要項に定める指定管理者が行う業務を円滑に行うため、業務の範囲及び基準を次のとおり

定める。なお、指定管理者が創意工夫により独自に付加的業務を行う場合には、事前に市と協議

すること。 

 

ア 管理責任者及び管理副責任者の業務 

業務内容 業務詳細等 

根洗学園の統括 ・本施設の管理運営における業務全ての統括を行うこと。 

・収入額に見合った適正な管理運営を行うこと。 

市との連絡・調整 ・市との管理運営全般に関する連絡・調整を行うこと。 

関係機関との連携 ・健康福祉部、こども家庭部及び教育委員会の各課その他関係機関

と連携を密にし、事業が円滑かつ効率・効果的に行われるように

努めること。 

人事管理 ・職員勤務割の作成、出勤簿等による職員勤務体制の確認、業務分

担の割り振り、給与管理など、人事管理全般を行うこと。 

職員研修 ・地域の中核的な療育施設として、専門的知識の習得、職員のスキ

ルアップ及び処遇困難事例に対応できる研修の実施に努めるこ

と。なお、研修内容については、職員間で情報共有する体制を設

けること。 

施設の維持管理 ・利用者に快適な環境を提供できるよう施設の維持管理を行うこ

と。 

・利用状態の確認を行うこと。 
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イ 庶務業務 

業務内容 業務詳細等 

文書事務 ・管理運営に関係する文書の整理・保存を行うこと。 

郵便物等の収受・整理 ・郵便物を収受し、適切な整理・保存を行うこと。 

・市の判断を要する内容については、市に報告し、指示を受けるこ

と。 

各種委託契約締結 ・業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、業務の一部を第三

者に委託し、又は請け負わせることができる。 

・上記について、委託先及び契約金額が確定後、市に報告すること。

また、関係条例及び規則等を遵守するとともに、次の事務を適正

に行うこと。 

受託業者との契約に関すること。 

業者との作業日程、方法等の調整に関すること。 

作業結果の確認、報告書の確認、支払いに関すること。 

再委託先の免許等の保有を確認すること。 

物品・備品の発注、管理 ・必要な物品・備品を購入する場合は、次の事務を適正に行うこと。 

業者との契約に関すること。 

納入物品の確認、支払いに関すること。 

・物品管理台帳を作成し、市が定める「物品管理マニュアル」に基 

づき、施設運営についての物品・備品を適切に管理し、本業務実 

施のために供すること。 

・物品・備品等が破損、不具合等が生じた際には、速やかに市に報

告すること。 

・施設運営に支障をきたさないよう、適宜消耗品を購入し、管理を 

行う。不具合等が生じたものについては市と協議すること。 

公共料金等の支出 ・各事業者の請求に基づき光熱水費を支出すること。 

・利用者の快適な利用に努めるとともに、光熱水費の節減に努める

こと。 

・令和７年度における光熱水費の使用量は下記のとおりである。 

   電気：73,094Kwh、ガス：924㎥、水道：2,757㎥ 

経理に関する事務 ・利用料金収入（請求・徴収）に関する事務全般 

・支払に関する事務全般 

・伝票仕分け、伝票入力 

・月ごと出納計算書の作成 

・その他の付属資料の作成及び管理等 

・事務を正確に行うとともに、現金の管理には十分留意すること。 

報告書類の作成 ・以下の報告書等を作成し、指示があるものについては市へ提出す
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ること。 

日報（毎日） 

月次報告書（毎月） 

翌年度の事業計画書(３月３１日まで) 

事業報告書（当年度業務終了後４月３０日まで） 

利用状況に関する統計資料（随時） 

事故、苦情等の記録（発生時） 

利用者アンケートの結果報告（随時） 

光熱水費関係報告書（随時） 

その他、市が必要とする利用状況等の統計資料（随時） 

 

ウ 児童発達支援業務、保育所等訪問支援業務 

業務内容 業務詳細等 

事業全般について ・浜松市根洗学園運営基本方針に基づき事業を実施すること。 

・児童発達支援事業については、１日あたりの利用人数が定員を満

たすよう努めること。 

・保育所等訪問支援事業については、発達に課題のある児童が集団

生活に適応できるよう必要な支援や助言を行うこと。 

入園支援 ・見学受け入れ、入園手続きの説明、施設説明会及び見学会の実施、

体験通園、入園前面接、オリエンテーション、入園調整、関係機

関との連絡調整を行うこと。 

個別支援計画の作成 ・児童と家庭の状況を確認し、本施設での療育及び家庭での過ごし

方、目標とする課題を設定すること。 

・児童と家庭により良い療育ができるよう、保護者との面談は丁寧

に行い、課題や支援方法を保護者と共有すること。また、必要に

応じて関係機関と連携を図り、随時見直しを行うこと。 

療育支援 ・毎日通園（単独通園）クラスを設置すること。 

・併行通園（親子通園）クラスを設置すること。 

・児童にとってより良い療育を行うことを基本に療育プログラムを

企画し、実施すること。 

・必要に応じて作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等の専門職を

配置し、児童の状況に応じた療育支援を行うこと。 

・地域の保育所等に転園を希望する児童や転園が可能な児童に対

し、希望する保育所等にスムーズに転園できるよう支援を行うこ

と。 

・市教育委員会と連携し、就学ガイダンス等を実施し、保護者が卒

園後の適正な進路決定ができるよう支援を行うこと。 

・職員と保護者との個別懇談を実施し、児童の障害特性に応じた適
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切で具体的な指導、アドバイスを行うこと。 

・保護者への療育支援、保護者を対象とした研修会を実施すること。 

・保護者の就労等の理由により、平日に根洗学園を利用できない児

童に適切な療育支援を提供できるよう、土曜日に併行通園（親子

通園）クラスを設置すること。 

諸行事 ・季節の行事を企画・実施し、日本の年中行事や社会的な行事の体

験や学ぶ機会を設けること。 

・地域の保育所等や地域住民と交流する機会を設けること。 

健康管理、保健衛生等 ・嘱託医を配置すること。  

・児童の疾病の予防に留意し、常に保護者、嘱託医、保健所等と緊

密に連携し、清潔な習慣、食生活、活動と休息のバランス、衣服

調整、歯科衛生、感染症の予防等の注意を払うこと。  

・登園時の視診等により日常の児童の健康状態を把握するととも

に、身体測定、定期健康診断及び歯科検診、尿検査等を実施する

こと。  

給食 ・給食調理業務は、本施設の調理室を使用して、児童の発育・発達

状況、摂取状況、アレルギー等を考慮して提供すること。 

・給食の運営が衛生的かつ安全に行われるよう、食中毒や感染症の

発生防止に努めること。  

・給食食材の調達にあたり、地元業者を利用するよう努めること。 

・本施設の調理室で作った給食を他施設へ提供しないこと。 

・児童の摂取状況について把握し、職員間で情報共有すること。ま

た、保護者と常に情報交換を行うこと。 

送迎 ・希望する児童について、通園バス等による送迎を実施すること。

実施にあたり、コースの作成及びバス停・利用人数の調整等を行

うこと。 

・児童の障害特性に配慮しながら、安全でスムーズな運行を行うこ

と。また、送迎時は職員が添乗し、運行中の園児の安全に細心の

注意を払うこと。 

・通園バスの座席数が不足する場合は、指定管理者の負担により新

たな車両を用意すること。 

家庭支援 ・保護者が子供との関わり方を職員と共に見つけ、家庭での子育て

がスムーズに行くよう、発達の各段階に応じて児童の「育ち」や

「暮らし」を安定させることを念頭に丁寧な支援を行うこと。 

・障害受容ができていない保護者が不安になっている心情を十分に

理解し、子供の理解や関わり方の支援を行うこと。 

・必要に応じ、保護者の「子どもの育ちを支える力」を向上させる

ことを目的とした支援や家庭の精神面でのケア、カウンセリング
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等の支援を行うこと。 

・保護者や家庭同士が交流できる機会を設けること。 

・保護者同士が子育て等の情報交換や共に支え合うことができる支

援や保護者の自主的な活動の支援を行うこと。 

・児童のきょうだい支援について実施するよう努めること。 

地域支援 ・療育に関する勉強会等へ講師派遣を行うこと。 

・実習生やボランティアの受け入れ、保健師・保育士・幼稚園教諭

等、発達に課題のある児童と関わりのある者の実習受け入れを積

極的に行うこと。 

・発達に課題のある児童やその家族、発達に課題のある子供が通う

施設（保育所や市内児童発達支援事業所等）等からの相談援助に

応じること。 

・児童のライフステージに応じた支援を行うため、保健、医療、福

祉、保育、教育等の様々な関係者や関係機関との支援体制及び連

携体制を構築すること。 

職員の専門性の向上、専門職

の確保 

・事例検討や具体的な業務に即した研修と計画的なＯｆｆ－ＪＴ

（オフザジョブトレーニング）及びＯＪＴ（オンザジョブトレー

ニング）を実施し、適切な支援を行うことができる専門職を養成

し確保していくこと。 

・本施設に通所している児童の支援だけでなく、アウトリーチによ

り地域に出向き、様々な関係者と連携して地域の発達に課題のあ

る子供の支援ができるよう、専門性の向上を図ること。 

保育所等訪問支援 ・保育所等へ訪問し、保育所等を利用している発達に課題のある児

童が保育所等における集団生活や日常生活に適応するための専

門的な支援や助言を行うこと。 

苦情について ・保護者等、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えるため、

苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を配置し、苦情

解決に努めること。 

・本業務に対し寄せられた苦情・要望等を処理・対処し、市へ報告

すること。 

・苦情には誠実に対応するとともに、市民サービスの向上の観点か

ら内容を分析し、改善するべき点については改善すること。また、

苦情の内容及び対応状況については、全職員が情報共有するこ

と。 

・市の判断を要する案件については、市に報告し、指示を受けるこ

と。 

広報 ・利用者向けの広報誌を作成し、配付すること。 

・ホームページ等を作成し、随時更新すること。 
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  エ 施設管理業務 

業務内容 業務詳細等 

警備業務 ・市有財産及び個人情報等を盗難や火災から守るため、機械警備を

使用し開錠・施錠を行うこと。また、防犯に努めること。 

・上記の機械警備にあたっては、業務に必要な設備等の設置・管理

等を実施すること。 

清掃業務 ・本施設内の整理整頓、清掃、害虫駆除、植栽管理等の環境整備等

を行うため、定期清掃、消毒等を実施し、良好な療育環境を確保

すること。 

廃棄物収集運搬業務 ・可燃物ごみ及び不燃物ごみの収集運搬業務について、状況に応じ

必要な回数実施すること。 

備品の管理 ・必要な備品を購入する場合は、次の事務を適正に行うこと。 

業者との契約に関すること。 

納入物品の確認、支払いに関すること。 

・物品管理台帳を作成し、市が定める「物品管理マニュアル」に基 

づき、施設運営についての備品を適切に管理し、本業務実施のた 

めに供すること。 

・備品等が破損、不具合等が生じた際には、速やかに市に報告する

こと。 

公用車の管理 ・日常点検整備、車庫管理を実施すること。 

・道路運送車両法第４８条に定める定期点検整備を実施すること。 

・上記の点検費用及び自動車保険（任意保険・自賠責保険）の費用

については指定管理者の負担とする。 

・公用車に他施設の職員や利用者を乗車させないこと。 

法定点検の実施 ・以下の法定点検を実施すること。 

・点検報告書を２部作成し、１部を市に報告し、指摘事項について

は速やかに基本協定書のリスク分担表に応じ修繕を実施するこ

と。なお、毎年１月末日（２月以降実施分は３月３１日）までに

点検報告書を市に提出すること。 

消防設備の点検（年２回） 

電気保安管理（２ヶ月に１回、年次点検１回） 

浄化槽の保守点検（月１回、法定検査は年１回） 

貯水槽の清掃（年１回） 

遊具点検（年１回以上） 

安全管理、防火・防災対策 ※「浜松市根洗学園施設危機管理マニュアル」に基づき指定管理者

が対応マニュアルを策定して対応すること。 

・指定管理者は、施設、設備等において修繕すべき箇所がないか日
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常点検を行い、利用者が安全、安心、快適に利用できるよう施設

全体の安全管理に務めること。 

・事故、火災、自然災害、感染症予防等に備えた安全管理を行うこ

と。 

・病気及び怪我人が発生したときは、直ちに状況を確認するととも

に、必要により医療機関に受診させ、保護者に連絡して引き継ぐ

など、迅速かつ的確な対応をとること。 

・指定管理者は、第一次的責任を有するものとし、被害が最小限と

なるよう、迅速に対応するとともに、直ちに市に報告すること。 

・不測の事態に備え、損害賠償保険に加入すること。 

・事故防止を常に心がけ、職員教育、施設・遊具点検等を徹底し、

危機管理及び緊急時・災害の対応を明確にすること。  

・緊急時・災害時の対応として、避難訓練、消火訓練については年

２回以上、不審者対策訓練、保護者への引渡し訓練等を年１回以

上実施すること。また、緊急連絡網等を整備し連絡先を明確にす

ること。 

・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方法習得のため、定期的に

職員に対する研修を実施すること。 

・防火管理者のもと、防火管理者（甲種）の資格を有する防火責任

者を選任し、担当業務を行うこと。 

・防火管理者のもと、防火、防災に係る届出等を関係機関へ提出す

ること。 

・防犯に関する届出等を関係機関へ提出すること。 

・災害発生時には、利用者の安全の確保と避難誘導を行うこと。 

・市に災害対策本部が設置された時は、市と緊密な連絡をとりなが

ら情報収集に努め、利用者の安全確保を第一とすること。 

・災害時には地域と連携した防災対策の確立に努めること。 

・本施設において事故等があった場合は、直ちに応急処置を施す等

人命救助を第一とした必要な措置を講じるとともに、市に連絡を

し、事後速やかに文書で顛末を報告すること。 

修繕工事 ※基本協定書の市と指定管理者とのリスク分担 

・施設の不具合を発見した場合は、軽微な損傷においては状況を確

認のうえ、市に報告を行うとともに、修繕（概ね１件６０万円未

満の修繕）を実施すること。 

・損傷の程度が大きい場合は、状況を確認のうえ、市に報告し、指

示を受けること。 

・修繕費最低執行額に関する事項 

①指定管理者は、指定管理料のうち、毎年度、指定管理者の負担で
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行うべき修繕費を原則として１，０００千円（税込）（以下、「修

繕費最低執行額」という）以上事業計画書に計上し、指定期間中

の修繕費の合計が修繕費最低執行額に指定期間（年）を乗じた額

以上となるように計画すること。 

②指定管理者は、毎年度終了後２０日以内に、当該年度に執行した

修繕費の内訳一覧を提出すること。 

③指定期間中に執行した修繕費の合計が、修繕費最低執行額に指定

期間（年）を乗じた額より少ない場合、指定管理者は、その差額

に相当する金額を、市が発行する納入通知書により指定する日ま

でに支払うものとする。ただし、その差額が１００千円未満の場

合を除く。 

 

（11）管理運営に関する留意事項 

ア 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利あるいは不利になる運営をしないこと。 

イ 指定管理者が本施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、市と協議を行

うこと。 

ウ 協定等で規定がない場合は、市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施

すること。 

エ 市の施策としての事業に積極的に取り組むよう協力すること。 

オ 職員は、常に清潔な服装を心がけ、名札を着用すること。また、常に接遇の向上に努める

こと。 

カ 電話、ファクス等による問い合わせに迅速に対応すること。 

（12）業務の自己管理の実施 

本施設の管理運営や事業の向上に資するため、日報・月次報告書・事業報告書を作成するとと

もに、利用者アンケートを実施し、サービス向上や施設利用率等について業務の自己管理を行う

こと。自己管理は業務改善、施設運営に役立てるとともに、記録に残し、次年度事業に反映させ

るものとする。 

（13）事後評価の掲示 

健康福祉部指定管理者選定会議が、年１回実施する事後評価の結果を本施設内に常時掲示する

こと。（事後評価結果は、浜松市ホームページにも掲載する。） 

（14）帳簿等の備置 

ア  事業計画書の作成 

次年度の事業計画書を作成し、市に提出すること。計画書の作成にあたっては、市と協議し

て行うこと。また、事業計画書とともに、収支計算書を市に提出すること。 

イ  事業報告書の作成 

毎年度終了後、本業務に関し、４月３０日までに次の各項に示す事項を記載した事業報告書

を提出すること。 
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(ｱ) 本業務の実施状況に関する事項 

(ｲ) 管理施設の利用状況に関する事項 

(ｳ) 利用料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

(ｴ) 提案した事業の実施状況に関する事項 

(ｵ) 自主事業の実施状況及び収支状況等に関する事項 

(ｶ) 利用者の苦情、要望又は意見に関する事項 

(ｷ) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項 

(ｸ) 事後評価での指摘及び意見に対する対応状況 

(ｹ) 指定管理者との協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項 

(ｺ) 指定管理者による自己評価 

(ｻ) 労働関係法令について 

(ｼ) 施設運営に関する意見・要望について 

（15）個人情報に関する事項 

業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後

においても同様とする。 

（16）情報公開に関する事項 

文書の開示等情報公開については、市の情報公開の規定に準じて取り扱う。 

（17）環境への取組みに関する事項 

浜松市役所温暖化対策基本方針に基づき環境に配慮した管理を行うとともに、浜松市役所温暖

化対策マネジメントシステムの運用及び要請について必要に応じ協力をすること。 

（18）その他 

その他本施設の管理運営に必要な業務については、市と協議するものとする。 

 

４ 物品の貸与及び管理に関する事項 

（１）市が貸与する物品 

・備品等（I種） 

種 類 数量 規 格 等 

応接セット ２ マスセット １７３６１ 

応接セット １ キッズソファーセット 

金庫 １ ダイヤモンド１１０号 

薬品戸棚 １ タイホーＳ－３２３ 

軽四乗用 １ 浜松５８０ と ５４ 

普通自動車 １ 浜松３００ な １１６８ 

マイクロバス ３ 

浜松２００ さ １６５０ 

浜松２００ さ １７３３ 

浜松２００ さ ２２０５ 
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機能回復訓練器具 １ オーシャンスイング 

機能回復訓練器具 １ ホーススイング 

機能回復訓練器具 １ ラダーウォール 

機能回復訓練器具 １ スペースリング 

機能回復訓練器具 １ フロッグスイング 

機能回復訓練器具 １ ポケットスイング 

機能回復訓練器具 １ スペースブロック さんかく 

ベンチ ２ 屋外用 

プールフロア １ ミニプール 

その他 １ アクアライン 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） １ ハートスタートＦＲｘ＋e 

※維持管理費用は、指定管理者が負担する。 

ただし、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の維持管理費用は、市が負担する。 

 

・備品等（Ⅱ種） 

種 類 数量 規 格 

該当なし   

 

（２）指定管理者が準備すべき物品 

コピー機、ファクス（複合機可）、事務用品、利用料金の請求事務に対応するための機器等 

 

（３）物品所有権の帰属 

指定管理者が準備すべきもの及び指定管理者の任意により購入又は調達したものについては、

指定期間満了時に市と指定管理者の協議により決定する。 

 

５ 指定期間終了時等の引継ぎに関する事項 

次期指定管理者が円滑に本施設の管理運営業務を遂行できるよう、指定期間終了時や指定管理者

切替え時に、指定管理者は引継ぎ期間を設け、引継ぎを行うものとする。 

 

６ その他の事項 

（１）法令等に基づき必要な届け出は、指定管理者が行うものとする。 

（２）その他仕様書に記載のない事項については市と協議するものとする。 
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この仕様書についての問い合わせ先 

浜松市健康福祉部障害者政策課 総務グループ 担当：山本 

〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

電話：０５３－４５７－２０３４ ファクス：０５３－４５７－２６３０ 

メールアドレス: shougai-seisaku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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浜松市根洗学園 施設見取り図 
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指定管理者による施設点検業務の共通仕様書 

 

１ 目的 

本共通仕様書は、指定管理者が管理する公の施設の安全性、機能性、快適性を確保するため、指

定管理者が実施する点検業務について定める。 

 

２ 用語の定義 

本共通仕様書において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）法定点検 法令で定められた点検をいう。 

（２）一般点検 施設の安全性、機能性、快適性を維持するために必要な点検をいう。 

（３）日常点検 施設を常に良好な状態に保つため、施設の用途、規模等に応じた内容及び頻度で

指定管理者が実施する日常的な点検をいう。 

 

３ 点検計画の策定 

指定管理者は、年度開始時に、当該施設に必要な法定点検、一般点検及び日常点検の実施計画を

明記した「年度保全点検計画」を策定し、市の承認を得ること。 

 

４ 点検の実施 

（１）指定管理者は、「年度保全点検計画」に従い、点検を実施すること。 

（２）指定管理者は、法定点検及び一般点検を実施する際は、点検項目や点検範囲を予め点検者（法

定点検及び一般点検を第三者委託により行う場合は、受託者。以下、同じ。）に確認した上で、

日常点検により把握している不具合箇所を共有すること。点検者から提出された点検結果報告

は点検洩れがないか確認をするとともに、点検者から十分な説明を受けて指摘事項の把握をす

ること。 

（３）指定管理者が行う日常点検のうち、年２回程度、市が指定する「公共建築物日常点検チェッ

ク票」を活用して実施すること。 

（４）指定管理者は、「年度保全点検計画」で定めた点検の他、施設の巡視等により、避難経路の確

保状況、危険箇所や不審物及び危険物の有無、悪天候による影響（浸水、倒木等）、有害鳥獣の

痕跡や被害の有無、その他劣化破損の有無などを確認し、常に施設を安全で快適な状態に維持

するよう努めること。 

（５）点検で見つかった不具合については、指定管理者が速やかに適切な措置を行うとともにリス

ク分担表に基づき指定管理者が負担者となる場合は、自己の費用と責任で速やかに修繕を行う

こと。 

（６）基本協定書及びリスク分担表で定める市が自己の費用と責任で実施すべき不具合については、

速やかに市に報告をすること。 

（７）施設の安全や運営に関わる不具合や、危険な状況を発見した場合は、直ちに適切な措置を講

じた上で口頭により市へ報告し、遅滞なく書面で詳細を市へ報告すること。 
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５ 点検結果の報告 

指定管理者は、以下の定めに従い、点検結果を市へ報告するものとする。 

（１）報告事項 

月次報告、事業報告（年次）、施設点検報告書（提出を求められたとき。） 

（２）報告内容 

 月次報告及び年次報告は、法定点検、一般点検及び日常点検等の点検結果及び不具合箇所へ

の措置（第４項６号に基づく市が実施すべき対応を含む）、点検日実績を記入した「年度保全

点検計画」等 

 施設点検報告書は、法定点検、一般点検及び日常点検の点検結果及び不具合箇所への措置を

市の指定する書式に記入したものとする 


